
基本的な論点に対する各会派等提出の検討項目及び関係法令等(当委員会検討項目) (案) |資料21
※基本的な論点に基づき、各会派から提出された検討項目を整理した。その実施の有無を含め協議する。

基本的な論点
論点に対する会派等

会派等提出の検討項目(詳細) 関係法令

提出の検討項目

大分類 中分類
(抽象化) 提案

項目 検討内容 備考 法令等名 条項 内容
会派

第93条第
「地方公共団体1:.は、法律の定めると」

議会の存
憲法 1J頁

ろにより、その議事機関として議会を設

a位置付け 民主 市政における議会の位置付けを明確にする。 置する。 j
在価値 ーーーーーーーーーーーーーー・ーーーーーーーーーーーー・ーー骨ーーーーー・・ー・ー，ーーー・ー ーー-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

地方自治法 第89条 「普通地方公共団体に議会を置く。」

自民
議会の役 -二元代表制における議会の地位・使命・責務・権限
割 -議会の機能強化

-ーーーーーーーーーー ーーー・ーー骨骨骨骨骨ー・4・ーー・ ーーー瞳唱・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

①議会の活 b.役割・責任
議会の使

二元代表制における議会・市長の責務 第6章では、議会の権限として、 議決

動原則
，ロoロ‘ 

権、選挙権、検査及ぴ監査権、調査権
(議案等の審議・審 公明 ーーーーーーーーーーーーー -ーーーーーーーーーーー-----ーーーーー骨骨骨・・ーーーーー'ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・ー--帽'ーーーーーーーー瞳骨ーーーーーーーー ーーーー・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・ーー・・ー画ー喧ーーーーーーーーー・・ーー・，ーーーーーー-ーー-

査、事務の監視・評 市民との 第89条~並びに専門的事項に係る調査権につい

価、政策立案・調査研 関係
市民に聞かれた議会としての活動

地方自治法
第138条 て規定している。

究、意見書・決議等に
ーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーー -・---------ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー--ーーーーーーーーーーーーーー-_.‘--耐帽骨ー』輯骨ー・・ーーーーーーーーーー'ーーー・・・骨骨ーーーーーーーーーーーー・・ーーーーーー・----・ ーーーーーーーーーーーーーーーー・・岡田ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (第6章) ※その他、副市長選任の同意権(第162

現在、地方自治体においては議会と首長との二元代表制となっているものの、予算編 等 条)、専決処分の承認(第179条)等の同
よる国等への意見表

成権とその日常的な執行という首長の持つ権限は相対的に大きく、近年の地方分権の 従来の議決権を通じた行政に対するチエツ 意権及ぴ承認権が地方自治法等に規
明等) ネット・

議会の役 推進により、その比重は一層増加しています。 ク機能に加え、政策立案機能をより拡充す 定されている。
無所属

害1 二元代表制の本旨からも、また最も住民生活に身近な自治体の主権在民を実現する る方途と、そのための合意形成法等につ
(1 )議会・議

クラブ
ためにも、両輪の一方である議会が、これまで以上の力を培い、首長権限との正当な いての議論。

員の活動原 バランスを保ってし、く事が重要であると考えます。
員IJ

「地方公共団体の長、その議会の議員

憲法
第93条第 及び法律の定めるその他の吏員は、そ
2l.頁 の地方公共団体の住民が、直接これを

a位置付け 選挙する。」
ーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーー -ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・ーー・・ーーー-ー恒国同声・由--・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・-ーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーー圃・・ーーーーーー唖帽ーーー・ー--画ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第3条第

地方公務員法 3項第1 (非常勤)特別職とされている。
τEコ言

②議員の活
動原則 自民 活動原則 議員活動

ーーーーーーーーーーー --ーーーー・・---ーー・，骨骨 ーーーーーーーーー・・ーー骨咽・--ー唱・ー------ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー白骨ーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・ーーーー轟ー・・ー----------ーーーーーーーーーーーーーー

b.役割・責任 市会議員としての活動を明確化
(議員問討議、住民意

民主 活動原則 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・ーーーーーー・.-ーーーーーーーー桝骨岬ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー圃ーーーーーーーー
見の把握、能力研さん
等) 市会議員としての責任、義務、権利などについて明確にする。

』ーーー・4・ー--骨骨 ーー---ー・・・・ーーーーーー -ーーーーーー--ー-----.ー・・4・ー・.-咽ーー・ーーー---ーー・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー---ーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーー軸ー------ーーーーーー-----ーーーーーーーーーーーーーー--------

公明 活動原則 議員の責務と議員活動のあり方

公明
市民との

政策等の形成過程の市民への説明
関係

-ーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーー -ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー晶ーー圃ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー晶ーー._-ーーーーーーー唱曲ーーーーーーー・世晶轟同骨骨ーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー'ーー

すべての議案を採決前 (議案発送と同時)
a.住民への議会情報

議会が市民に見えないのは、 何を決めているのか分からないことも一因。採決前に議
に、市民に町内掲示板・マスコミ等におい

等の広報(全般) 市民との て公表し、 意見を募り、議会において意見
民主

関係
案を公表し意見を募ることで議会の重要性を伝えると同時に、市民の市政へのダイレク

を述べる機会を市民は得、それらの意見
トな関与の機会を増やす。

を勘案したうえで、議会において採決す
る。

「議長は、事務局長又は書記長…に書

-議事録の速やかな公開 第123条
面又は電磁的記録・・-により会議録を作

みんな 議会自身 議会自身について(活発な議論を実現するために) 地方自治法 成させ、並びに会議の次第及び出席議
-委員会資料の公開 第1項

員の氏名を記載させ、又は記録させな
ければならない。」

b.会議録等の速やか ーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーー -ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー晶ーーーーーーーーーーーーーーーー晶------ーーーーーーーーー---ーーーーーーーーーーー-.・ーーーー ーーーーーー・ーーーーーーーーー---骨ーーーーーー・・ー軸ーーーーーーー，ー・・ー・ー・・・ーーーーーーーーーー・・ーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・ー・-・ーーーーーーー・ーーー『ーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー岨曲・H・，骨ー--骨骨量ーーーー・ーーーー・.
な公開

第四条~
横浜市会会議規則

第101条
会議録記載事項等を規定

ヨコ会 会議運営 会議録等の早期作成・提出について ーーーーーー-ーーーーーーー--ーー骨ーーーーーーーーーーーーー-ーーーーーー・ーー-ーーー ーーーー・胸骨骨・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

委員会等記録取扱要領
会議(本会議を除く。)の記録の取扱い
について規定



(2)議会と住

民の関係

①議会の情
報公開

cインターネット中継

d.直接傍聴

d議 会広報の充実

e議 会・議員の評価と
公表

a議会への住民の参
加(全般)

みんな

ーーーーーーーーーーー

共産

ーー・・ーーーーーーーー

当局

民主

------ーーーーー

共産

民主

ーーーー---ーーーー

公明

民主

自民
"ーーー喧骨ーーーーー

公明

ーーーーーーーーーーー

ネット・
無所属
クラブ

議会自身

ーーー・・ーー・帽ー・・ーー_.・

市民との
関係

ーーーーーーーーーーーーー
常任委員
d22bE h 

委員会

ーーーーーーーーーーーーー

常任委員
Aヨ企玄恥

広報

ー咽a帽・咽ーーーーーーー
市会だよ

ーーーーーーーーーーーーー

あり方

その他

ーーーーーーーーーーーーー

自己評価

あり方
ーーーーーーーーーーーーー
市民との
関係
--ーーーーーーーーーーー

あり方
ーーーーーーーーー---帥

議会の役
害IJ

議会自身について(活発な議論を実現するために) 委員会のネット配信(USTREAMなど)

-ーーー'ーー司ー・骨暗唱'ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー園田ー---ーーーーー--・・ーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-ーーーー----ーーーーーーーーーーーーーーーーー・---ーーーーーーー

-議員は、市民の代表であり、 市民と行政のパイプ役として、重要な役割を担わなけれ
ばならない。ところが、議員は何をしているかわからない、役に立たない、だから減らす
べきだとし巧声が市民から上がっているのも事実で、ある。そもそもこんな声があがるの 常任委員会及びすべての特別委員会をイ 横浜市会インターネット 本会議及び予算・決算特別委員会のイ

には、議会が市民から遠い存在であり、議員の姿が見えないことに大きな原因がある。 ンターネット中継の対象にする。 中継に関する要綱 ンターネット中継について規定

-市民の多くが市政に関心を持ち、行政や議会を監視することで、 真の市民のための市
政が生まれてくるとも考えられる。

-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・世----・・--師国国国酔岨・骨骨骨-------ーー----・---岨#同神e・ーーーー-.凶骨骨骨骨ーーーーーーー--ーーーーー・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

インターネット中継の導入

第115条 「普通地方公共団体の議会の会議は、

委員会傍聴を許可すべき。例えば、 2-3
第1項 これを公開する。」

委員会傍聴
人の人数制限があってもよい。

地方自治法 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・ーーーーー輯掛軸・ーーーーーーーーーー

第130条
「議長は、会議の傍聴に闘し必要な規
則を設けなければならない。J

-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー_.凶ーーーーーーーー由圃由ーーー・・ーーーーーーーーーーーーーー骨骨・ー----_.・e・-ー骨ーーーー副骨骨----ーーーーー----ーーーーーーー_.増幅・晒ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー---唱曲・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・---ーーーーーーーーーーーーー

横浜市会傍聴規則 傍聴に関する事項を規定

常任委員会等の直接傍聴を認める。現在 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-ーーーーーーーー，ーーーー'ーー骨---・ーーーーーーーーーーーー眉ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・--ーーー・F輔副司--・

常任委員会では委員会室が狭あいなど物理的な理由から一般市民の直接傍聴を事実 でも記者の傍聴は認めており、スペースが 横浜市会のモニターテ 本会議及び委員会等の会議のモニター
上認めていないが、直接傍聴を認めていない議会は全国的にみてわずかであり、政令 全くないというわけではない。予算・決算特 レビ放映に関する要綱 テレビ放映に関する事項を規定
市だけをみても横浜市と京都市のみである(大阪市は直接傍聴を試行実施中)。 これで 別委員会における局別審査の傍聴者数の ーーーーーーーーーーーーーーー画岨ーーーーーーーーーー・・・ーー-ーーーーーーーー・ーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-ーーーーーーーーーーーーー・---ーーーーーーーーー
はとうてい聞かれた議会とはいえない。 ように、会議室の大きさに応じた傍聴者数 横浜市会予算・決算特

検浜市会予算・決算特別委員会の局別
とすればよい。 別委員会の局別審査に

審査における一般傍聴に関する事項を
おける一般傍聴に関す

規定
る要綱

議員の活動がなかなか市民に伝わらない。議員各個人が活動報告等を行っているが、
自分のPRIこなり、有権者に客観的評価判断・材料にはなっていない。

-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー--・・ーーーーー白骨骨回ー・・骨聾骨晶司ーーーーーーーーーーーーー

市会議員の活動が見えないという意見があるが、必ずしもそうではないと思う。もしもっ 横浜市会をアピールするキャンペーンなど 「ヨコハマ議会だよりJ編 ヨコハマ議会だより編集会議の運営に
とPRしたいということであれば、もっとメジャーなメディアを活用するしかない。 を行ってもよいのではないか。 集会議内規 関する事項を規定
-----骨相・・a凶ーー・ー・也事骨ーー・・ー画相』骨咽・ーー・ーーーー・--・'ー咽圃国ーーー四・ーーーーーー----申ーー--骨ー--・・ーー-骨ーー・噌F岬・e骨骨骨4・再ーーーー・ーーーーーーーーーーーー--骨骨争『・--・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

市会だよりには質問者の氏名を出すべき。
-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー晶--ー骨骨骨骨晶画ーーー・・H骨量再開唱曲目ー骨』骨骨ーーーー骨量酬』担ーーー・・ーーーーー--・--・・ーーーーーーーー咽陶酔咽ーー・幽ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー，酔骨骨・・ーー---骨量

広聴広報機能の充実

議会の評価の方法と公表の仕方

-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー骨ーーーー世骨骨ーーーー“ーーーーーーーーーーーーーーーー・・ーーーーーーーーーーーーーーーー帽ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー睡軒酔ーーー骨骨相骨骨骨骨ーーーーーーーーーーーーーーーー

議員の自己評価のあり方と公表の仕方

市民参加の推進に向けた広聴・広報のあり方
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー------_.ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー---ー国輯ー『拘置ー骨骨邑ーーーーー・・ーーーーーーーーーーーー

市民の議会活動への参加の推進
ーーーーーー・--ーーーーー・---ーー---晶・--骨量由旬白骨骨------骨判事四F帽---ーーーーー』ーーー・・ー事ー---ーーーーーーー--ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・'ーー胸骨--骨骨』・------ーーーーーーーーーーー

広聡広報機能の充実

-ーーーーーーーー・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー'・ーーーーーーーーーーーーー帽ー・ーーーーーーーー-----ー-ーーーーーーーーーーーー轟ーーーーーーーーーーー帽ーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・ー骨ー--・---且』ー

現在、地方自治体においては議会と首長との二元代表制となっているものの、予算編
成権とその日常的な執行という首長の持つ権限は相対的に大きく、近年の地方分権の

議会と市民との相互関係を強化するため、
推進により、その比重は一層増加しています。
二元代表制の本旨からも、また最も住民生活に身近な自治体の主権在民を実現する

日常的な市民意思の反映とその検証を担

ためにも、両輪の一方である議会が、これまで以上の力を培い、首長権限との正当な
保する方法等についての議論。

バランスを保ってし、く事が重要であると考えます。
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「何人も、損害の救済、公務員の罷免、
法律、命令又は規則の制定、廃止又は

憲法 第16条
改正その他の事項に関し、平穏に請願
する権利を有し、何人も、かかる請願を

請願・陳 付託される請願・陳情は、政策提案として
民主

情
請願者・陳情者への意見聴取

したためにいかなる差別待遣も受けな
提案者の意見を聴くこと。 い。 J

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー.ー.-ーーーー・ーー・ー・・ーー骨骨骨Hーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・ーーーーーー

「普通地方公共団体の議会に請願しょ

b.請願・陳情に関する
地方自治法 第124条 うとする者は、議員の紹介により請願書

意見聴取等
を提出しなければならない。」

ー-.・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 暗唱F暗唱._-ー曲目・ーー『ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー国骨ーーーーー国ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・ーー----・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・ーーーーーーーーーーーー ーー・・ーーー・骨--・-ー・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
請願・陳情の読み上げについて(請願者、

みんな
市民との

議会と市民の関係について(市民の積極的な参加を促進するために)
第88条~請願書・陳情書に関する記載事項、審

関係
練情者が委員会で読み上げる形にすべ 横浜市会会議規則
き)

第92条 査方法等について規定

ーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーー品・・ーーーーー-----ー-・ーーーーーーーー------ーー骨-----ーーーーーーーーーーー輔・・---ー・4尋咽砕骨唱・・・ーーーーーーーー_.ゅー----ーー・ー・._---ーーーーーーーーーーーーー・--_.・轟ーーーーーーー----・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー -ーーーーーーーーーーーーー ーーーーー・ー-ー骨ーーーーーーーーーー・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー---・ー

②議会への 陳情は国への意見書を求めるものや機関意思の決定を求める決議のみを委員会の付
住民参加

共産
常任委員 託対象としているが、陳情も市民からの要望という意味では審査対象とすべきである。 横浜市会請願及び陳情
d2』2E さらに、請願者・陳情者の意見陳述は審査の重要な参考となるが、口頭陳述を認めて

請願者・陳述者の意見陳述を認める。
取扱要綱

請願及び陳情の取扱いについて規定

いない。

民主
市民との

議員と住民の議論が少なく、住民の代表として意思集約ができていない。
-区民意見の的確な集約

関係
-議会報告会、議員と住民等の討論
-住民の意見を聴くための一般会議

-ーーーーーーーーーー ー_.・ーーーーーーーーーー ---------ーーーーーーーーーーー-----_.ーー...----------ーーーーーーーーーーーー-----------ーーーーーーーーーーーーーーーー-----------ー・.-ー咽.-ーー---ーーーー・・ー・・ー・・ーーーー ーーーーーー・・ーーーーーーーーーーー，ー，ーーーー・・ーーーーかー・・ーーー・・ーーーーーーーーーーーーーー-ーーーー

みんな
市民との

議会と市民の関係について(市民の積極的な参加を促進するために)
議会の広報・広聴活動の実施(市民意見

関係 の把握、市民への議会報告)
c議会報告会の開催 -ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー -ーーーーーーーーーーーー且ーー・・・・hーーーー，ーーーーーー・ー・・ー--・』・----ーー・ーーー・.-悼------ー・ー・・ー向輔ーーーー，事事事・ー--ー・ー・・岨・ーー・ーーーーーーーーー・------ーーー・・ーーー・----------ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

-議員は、市民の代表であり、市民と行政のパイプ役として、重要な役割を担わなけれ

市民との
ばならない。ところが、議員は何をしているかわからない、役に立たない、だから減らす

議会主導で、議会報告会を定期的に各区
共産

べきだという声が市民から上がっているのも事実である。そもそもこんな声があがるの
関係 には、議会が市民から遠い存在であり、議員の姿が見えないことに大きな原因がある。

で行う。

-市民の多くが市政に関心を持ち、行政や議会を監視することで、真の市民のための市
政が生まれてくるとも考えられる。

みんな
市民との

議会と市民の関係について(市民の積極的な参加を促進するために)
夜間議会、休日議会の開催(多様な、市民 会議の時間は、午前10時から午後5時

関係 の政治参加促進)
第8条

まで
ーーーーー・・・・ーーーーー ー・・ー-----ーーーーーー悼---ーーー・除ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー，ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー輔ー・・ーー・ーー・ー-ーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ----ーーーーーーーーー 4・ー._-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・ー--------

「市の休日は、休会とする。 ただし、市

d土日 (休日)議会の
-議員は、市民の代表であり、市民と行政のパイプ役として、重要な役割を担わなけれ

会の議決があったとき、又は議長が必

開会
ばならない。ところが、 議員は何をしているかわからない、役に立たない、だから減らす 横浜市会会議規則

要と認めたときは、特に会議を聞くこと

共産
市民との べきだとし巧声が市民から上がっているのも事実である。そもそもこんな声があがるの 市民が傍聴しやすいよう土目、祝日、 夜間

ができる。」

関係 には、議会が市民から遠い存在であり、議員の姿が見えないことに大きな原因がある。 議会の開会
第10条 (参考)市の休日(横浜市の休日を定め

-市民の多くが市政に関心を持ち、行政や議会を監視することで、 真の市民のための市
る条例)

政が生まれてくるとも考えられる。
-日曜日及び土曜日
-国民の祝日
.12月29日から翌年の1月3日までの日

①首長等の
a.形式(全般) 公明 本会議 本会議の形式

議会の運営に闘し必要な事項を会議規
提案説明

地方自治法 第120条
則に定めることを規定

みんな
議会と行

議会と行政の関係について(二元代表制における役割を明確にするために) 市長への反問権の付与
議会の運営に関し必要な事項を会議規

a.答弁者による趣旨確 政
認(反問権)

-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-ーーーーーーーー---ー』白----四軒ーー-'・ーーー，四面h軒Hーーーーーーー---・世相ー』ー田』皿ーー・凶ーーーーーー』ーーーー『ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー---ーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・地方自治法 第120条
則に定めることを規定

当局 本会議 答弁者から質問者に対する質問の趣旨確認導入
※会議規則には同趣旨の規定は現行
ない。

民主 本会議 質疑・質問方法 本会議における一問一答方式への変更。
議会の運営に関し必要な事項を会議規

-ーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーー -ーーーーーー岨ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー由ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー，胃----ーーー---ーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーー-----ーーーーー轟ー』・ーー・--司由時『唱._---ー且ーーーー・ーーーー且ーー 地方自治法 第120条
則に定めることを規定

みんな
議会と行

議会と行政の関係について(二元代表制における役割を明確にするために)
※会議規則には同趣旨の規定は現行

政
一問一答方式の実施 ない。

b.一問一答 ---ーーー---・ーー ーーーー由ーー・坤ー骨量噌圃』 司ーーーー'ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・--ーーーーーーーー・ーーー』回ーーーーーーーーーーーーーーーーー・---ーーーーーーーー--ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーー----ーー』且---・._-・・ー・，ーーーー・ーー・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・ー『・・ー骨ー帽『ー---ーーーーー・---ーーーー
「質疑は、 同一議員につき同一議題に

当局 本会議 自席での「一問一答方式」導入 横浜市会会議規則 第50条
ついて2回をこえることができない。ただ
し、議長の許可を得たときは、この限り
でない。J
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例えば、一般質問に会派代表としての質 「議長は、必要があると認めたときは、

一般質問の日数拡大
聞がなじむのか。個々人による一般質問 発言時間を制限することができる。 j(第
については、会派とは何か、議論が発生 1項)

(3)議会と執 民主 本会議
する。 横浜市会会議規則 第51条 「議長の定めた時間制限に対して出席

・ーーーーーーーーーーーーー------・--ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー桝ーーーーーーーーーーーーー・園田・ーーーーーーーーーーーー ー ーーーーーーー_.・ーーー ーーーーーーーーーーーーーーーー---酔・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー---ーーーーーーー
行機関の関 本会議等で1人が発言する時間を制限す

議員5人以上から異議があるときは、議

係
②質疑 発言持ち時間 ベき(例えば20分以内)。よって大会派は

長は、会議にはかり討論を用いないで

発言者数が増える。
決める。 j(第2項)

-ーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーー-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー"ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・唱ーーーーーーーーーーーーーーーー--酢伺ーーーーーー ー-ーF ーーーー-------ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー帽--ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-ーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーー軒・・ーーーー-----ーーー'ーーー_.・・ーーーーーーー ーーーーー圃ーーーーーーーーーーー---_.・ーーーーーーーーーーー悼4・ーーーーーーーーーーーー・ーー咽ー

-議案関連質疑現在は、議案数にかかわ
らず会派所属人数に応じた時間であり、十
分な質疑が行えないため、時間制限を設
けない。

c質問日数・質問時間 -予算代表質疑.会派を代表した予算に対
する質問とし、 2-3日間にわたって行い、
基礎時間(20分程度)+所属人数に応じた

横浜市の本会議での発言機会は、 1定例会あたり議案関連質問、一般質問、討論の3 時間とする。

共産 本会議
回(予算議会を除く)で、いずれも会派の所属人数を墓に単純比例配分した時間となっ -一般質問:市政一般に対する議員個人の 市会運営委員会申し合 本会議、予算・決算特別委員会におけ

ており、他都市議会に比べて、発言時聞が非常に少ない。市民から選ばれた議員とし 質問とし、答弁も含めて1人30分とする。 わせ・確認事項 る発言時間の持時間制を定めている。

て、発言の機会がきちんと確保されているとはいえない状況である。 期間は3-5日間とする。
-全ての会派が全ての委員会に所属する
わけではないので、委員長報告に対する
質疑を設け、時間制限を設けない。
-質疑・質問には、一問一答の質疑方式を
導入する。
-議決に先立って行う討論には、時間制限
を設けない。

機浜市会における会派の定義、届出方

各常任委員会に委員を輩出し、会派として 横浜市議会の会派に関
法等を規定

交渉会派の定義見直し 「会派は政策の決定及び形成に資する
の賛否を表明することが必要ではないか。 する要項 ため、その理念を共有する2人以上の

議員をもって結成する。J

-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー目ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー---ーーーーーーーーーーーーーーーーー・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー..・・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・ ー・ーーーーーーーーーーーーーーー・，ーーーーーーーーーーーーーー -ー・ーー・・ーーーーーーーーー ーーー--・・・ーーーーーーーーーー・帽噌・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・ーーーー

議員は個々の判断で議案の賛否を決め、
公表する。理由は、①会派拘束は、 二元

民主 会派 代表制を無力化する「首長与党」を形成す

a.会派 る最大要因。②首長の権限を抑制するベ
き二元代表制下では、 議会は市民の代表

会派拘束(党議拘束)を原則廃止 機関として強力に首長権限をコントロール
市会運営委員会申し合 「交渉団体とは5人以上の所属議員を

しなければならず、そのために、市民意思
の総体を議会において首長に表現するの

わせ・確認事項 有する会派をいう。」

が責務。会派(政党)の思惑を議会で表現
するのは、強首長型の二元代表制下では
特に適当でない。

-ーーーーーーーーーー ーーーー，ーーーーーーーー -ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・唱曲ーーーーー眉同ーーーーーーーーーー・眉ーーーーーーーーーーーーーーーー ーー田e・ーーーーーーーーーーーーーー---ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー'ーー-ー--・』ーーーーーーー

公明 会派 会派のあり方と活動(会派性の担保と役割・権限)

-議会局は、法制調査など必要に応じ対応 第138条
議会の事務局及びその職員に関する規

できるような強化充実が必要 地方自治法
定(条例で定める。)

._-_.・ーーーーーーーーー ーー園田相同ーーーーーーーーーー圃----ーーーーーーーーーー圃ーーーーーーーーーーーーーー田--品事

議会の権
-議員の調査、政策立案活動ができるよう 第100条

議会図書室の附置について規定
民主

限
政策提言・立案を充実させるためのサポート体制の必要性 な環境整備と研修の充実 第18項

-会派ごとの政務調査員の採用をはじめと ーーーーーーーーーーーーーー・骨骨圃ーーーーーーーーーーーー-骨-ーーーーーーーーーーーーー'ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー---ーーーーーーーーーー咽ーーーーーーーー

した政策立案機能強化のための措置 横浜市会議会局設置条 犠浜市会に事務局として議会局を置くこ
-議会図書館の充実強化 伊j とを規定

b補助体制 ーーーー骨骨・・ーーーー ーーーーーーーーーーーーー 自『ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー』唖輯ーーーーーーーーーーーーーーーーーー』曲』ーーーーーーーーーーーーーーーー---ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー，ーーーーー ーーーーーーーー--園田ーーーーーーーーーーーーーーー---ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー四軒 4 ・ーーーーーーーーーーーー---ーーーーーーーーーーーー--ー・ーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー園田』ー--ーーーーーーーー---ーーーーー・ー
第2条第 議会局職員の定数(局長1人、書記そ

横浜市職員定数条例 11頁第2
の他職員50人)を規定

議会局へ議員活動を補佐するスタッフを配 τEコヨF

議会の権 置するとともに、議会局による一般質問、
ー----ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー._-骨骨圃ーーーーーーーー --------ーーーーーー----ー-------------ーR ーーーーーーーーーーーー・，ーーー

当局 政策調査・立案機能の強化 横浜市会議会局処務規 議会局の組織、事務分掌その他処務に
F艮 予・決算特別委員会総合審査の質問要旨 手呈 ついて規定

などの確認 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー喧喧『ーーーーーーーーー'ーーー"ーー-噌司・・ーーーーーーーーーー噌・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー -ーF ー唱.-ーー

横浜市会図書室規程
市会図書室の運営及び管理について
規定

4 



(4)議会の組
織・権限・審
議

①組織

c.委員会構成

d委員任期

e協議文は調整を行う
場

日義員連盟

g調査機関

a議会の権限

b.議員提案の仕組み

民主

ーーーーーーーーーーー

ヨコ会

みんな

みんな

公明

ーー--陣ーーーーーー

ネット・
無所属
クラブ

公明

-ーーーーーー，ーー『

当局

委員会 特別委員会の位置付け

ーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーー骨骨同ーーー・4・ー晶ーーーー---ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー---ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

委員会 常任委員会、特別委員会の委員会数の見直し(整理・統合)

議会自身 議会自身について(活発な議論を実現するために)

議会自身 議会自身について(活発な議論を実現するために)

議会の監査権限の強化
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー骨ーーーーーーーーーーー

議会の権
行政法人を含む外郭団体への審査H艮
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

政策執行に関する監視及び評価
ーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

現在、地方自治体においては議会と首長との二元代表制となっているものの、予算編
成権とその臼常的な執行という首長の持つ権限は相対的に大きく、近年の地方分権の

議会の役 推進により、その比重は一層増加しています。
害IJ 二元代表制の本旨からも、また最も住民生活に身近な自治体の主権在民を実現する

ためにも、両輪の一方である議会が、これまで以上の力を培い、首長権限との正当な
バランスを保ってl，¥<事が重要であると考えます。

議会の権
積極的な議員提案(政策提言)の仕組み

限

ー』ーー--ー回目-_.・ーー骨ーー唱ーーーーーー--_-ーーー'ー--句噛唱胸骨--ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー---ーーーー

議会の権
限

政策に係る議員提出議案を提出する際の当局とのルール設定

5 

-議員同士の議論が少なく、特に特別委員
第109条

条例で、常任・特見IJ.運営委員会を置く
会の位置づけが不明確。期限を切り、全 地方自治法 ~第110 ことができる旨規定
員が所属しないで真に必要なものとすべき 条

ーーーー帽ー岡田'ーー，ー・・岬4・--ーー---岨酔・・ーーーーーーー -ーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー骨骨---ーーーーーーーーーー・----ーーーーーー
である。
-議員相互間の自由な討議。 常任及び運営委員会を設置すること、
-市民意見を公平に取り入れ、 議員聞の討
議をして政策を創り上げ、提案することが

また、委員長及び副委員長若干名を置
横浜市会委員会条例 くことを規定。特別委員会を議決により

重要。
設置することを規定

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ※常任:8、特別目7委員会設置
委員会の整理統合

第109条
少なくともーの常任委員になり、条例に

第2項、
特別の定めがある場合を除くほか、 議

地方自治法
第109条

員の任期中在任すること等を規定(特
の2第2

別委員会の委員は、事件が審議されて
項、第110

いる間在任する。)
条第21頁

常任委員会の任期の在り方 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-ーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーー---ーー軒目冒軸ーーーーーーーーーーーーーーー------ーーーーーーーーーーー

「常任委員の任期は、1年とする。ただ

横浜市会委員会条例
第3条第 し、後任者が選任されるまで在任する。
1項 ※運営委員にも同規定準用(第4条第3

項)

「議会は、会議規則の定めるところによ
り、 議案の審査又は議会の運営に関し

-議員問討議の実施 地方自治法
第100条 協議又は調整を行う場を設けることが
第12項 できる。」

※会議規則には同趣旨の規定は現行
ない。

「普通地方公共団体は、法律又は条例
の定めるところにより、執行機関の附属

第138条 機関として自治紛争処理委員、審査
地方自治法 の4第3 会、審議会、 調査会その他の調停、審

項 査、諮問又は調査のための機関を置く
ことができる。ただし、政令で定める執
行機関については、この限りでない。」

監査委員の活用
ー---四ー----同，ー・・------・，ーー'ーー"ーーーーーーーーーーーーーーー・ーー---ーーーーーー・.-

議決権、選挙権、検査及び監査権、調
ーーーーーーー骨骨--------ーーーーーーーーーーーーーー'ーーーー事軒目ー・・---ーーーーーーーー・・ー・ー 査権並びに専門的事項に係る調査権に

第96条~ ついて規定している。
ーーーーーー----ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー地方自治法 第100条 その他、副市長選任の同意権(第162

健全な二元代表制を実現するために議会 の2等 条)、専決処分の承認(第179条)等の同

の権限強化が現行法制下の自治体レベ 意権及び承認権が地方自治等に規定

ルで、どのようなアプローチによりどこまで されている。

可能なのかについて専門家を交えた議
論、認識共有。

議会の議決すべき事件につき、議員の
地方自治法 第112条 定数の12分の1以上の者の賛成をもっ

て議案を提出できる旨規定している。
ーーーーー『瞳ー------・--曽『ー唱曲目曹ーーーーーーーー-ーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーー------ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

横浜市会会議規則 第17条 議案の提出方法等を規定

ー・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー唖ー--・・世ー』ーー，ーー・ーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・ー事晶晶酔ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
議案の審議方法等を規定している。

提案者は、議案発送日の概ね1ヶ月前ま
市会運営委員会申し合

※その他、「会派(賛成者)による条例
でに、条例原案に関係する局等に対し情

わせ・確認事項
の制定・改廃の議案提出前の立案手続

報提供及び予算措置の要請などを行う等 きJ(平成13年12月20日団長会議決
定)がある。



②権限
「条例を設け又は改廃することJ(第1項
第1号)等、 15号にわたり議会の議決事

地方自治法 第96条
件を規定している。また、第2項におい
て、 当該地方公共団体の事件につい
て、議会で議決事件と定めることができ

る旨規定している。

ーーーー---ーー--ーーーーーーーーーーーーーーーーー咽ーー-・・4・ーーーーーーーーーーー-----ーーーーーーーーーーーーーー回目骨ーーーーーーーーーーーーーーーーーー骨ーーーーーーーーーー

地方自治法第96条第2
地方自治法第96条第2項の規定に基づ
き、人事委員会の喚問する証人する費

総合計画、基本計画への議会の積極関与 項の規定による議会の
用弁償に関すること、及び長期にわた

(行政が作成した案を議論するのではな 議決すべき事件に関す

議会と行 く、策定の段階から議会も関与する。例え る条例
る重要事業の計画決定に関することが

c.議決事件 みんな
政

議会と行政の関係について(二元代表制における役割を明確にするために)
ぱ、各会派から代表を送って審議に参加

議決事件と定められている。

するなど。あるいは基本計画を議会の議 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー酔骨骨ーーーーーーーーーーーーーーー・"ーーーーーー ーーーーーーーーーーーーー喧--ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・-

決事項にするなど。) 横浜市議会の議決に付
すべき特に重要な公の 水道事業施設等の公の施設を廃止す

施設の廃止に関する条 る際の特別多数議決を規定している。

伊l
ーーー・・骨骨骨・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーー・ーーーーー ---桝世圃ーーーーーーーーーーーー---骨ーーーーーーーーーーーーーーー・・・・ー・ーーーーーーーーーーー

横浜市議会の議決に付
議決に付すべき財産の取得又は処分

すべき財産の取得また
は処分に関する条例

について規定している。

ーーー圃ー--骨ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー'・・・・ーーーーーーーーーーー ー・・ーー・ーーーーーーーーーーーーーーーー帽・唱・ーーーーーーーーーーーーーーー---ーーーーーーーーー
横浜市議会の議決に付

議決に付すべき契約について規定して
すべき契約に関する条

OlJ 
いる。

a.審議のあり方(全般)民主 本会議 本会議における審議の形骸化

会期の決定方法 会議の種類(定例会・臨時会)を規定

曙目---ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー_.尋骨骨ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー--ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー--ー骨--ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー輔4・4・ーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーー--輔ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・ し、会期等は議会が(条例で)定めるこ

民主 定例会 地方自治法 第102条
とを規定している。

会期の決定など形式的なことは本会議で ※会期は、運営委員会で検討等し、同

会期中の日程調整 はなく、運営委員会で決められるようにす 条第6項の規定に基づき、本会議初日

ベき。 に決定(議決)している。
b.会期

-ーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーー相骨 ----ーーーーーーーーーーーーーーーーー幹骨骨ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー----ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー画担ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー圃ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー桐F・・・.-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー唖ー・ーーーーーーーー ーーーーーーーーーーー岬ーー事ーーーーーーーーーーーーーーーー ._-----ーーーーーーーーーーーーー----崎ーーーーーーーーーーーーーー--四戸ーーーーーーーーーーーーーー司国ーーーーーーー

公明 定例会 定例会の回数・会期
会期中の日程調整を容易にするため、「議
会優先ゾーンJ日程を設定すべき。 横浜市会の定例会の回 定例会の回数は、毎年4固と規定され

数を定める条例 ている。ーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーー骨骨骨 E -ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー，・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー---ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-_.・ーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーー---ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・ーーーーーーーーーーーー

みんな 議会自身 議会自身について(活発な議論を実現するために) 議会の会期の在り方

「何人も、 損害の救済、公務員の罷免、
法律、命令又は規則の制定、廃止又は

自民 議会活動 本会議 ・委員会(請願、陳情審査)等議会審議・活動 憲法 第16条
改正その他の事項に関し、平穏に請願
する権利を有し、何人も、かかる請願を

したためにいかなる差別待遇も受けな

い。J

ーーーーーーーーーーー ーーーーーーーー-悼-ーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー四ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー---ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーー田，・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー骨悼ー--悼ーーーーーーーーーーーーーーー ー----ーー・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・.-ーー-ーーーーーーーーーーーーー --世田・ーーーーーーーーーーーーーーー唱曲骨骨ーーーーーーーーーーーー・'ーー・ーーーーーーーーーーーーー
常任委員会で議論する際に、一部の文言

請願・陳
が問題になって採択されないことが多い、 「普通地方公共団体の議会に請願しょ

民主
↑青

請願などの審議方法 委員会での議論を踏まえて内容を修正し、地方自治法 第124条 うとする者は、議員の紹介により請願書

採択できるようになれば、 もっといい結果 を提出しなければならない。」

c請願・陳情審査 を出せるのではないか。
-ーーーーーーーーーー -.ーーーーーーーーーーーー -ーーーーーーーーー胸骨』ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー』且ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー』ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー圃・--司帽ーー骨骨晶』ーーーーーーーーーーーーー・ーーーーーーーー ー・ーーーーーーーーーーーー---帽ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-----岨 ーーーーーーーーーーーーーーーーー----ーーーーーーーーーー'ーーー------ーーーー ーー・ーーーーーーー再ーーーーーーーーーーーーーーーー----ーーーーーーーーーーー----ーーーーー

公明
請願・陳

請願と請願署名議員の公正化(議員の自己請願の取り扱い)
③審議 情

ーーーーー・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 帽ーーーー骨骨ーーーーーーーーーーーーーーーーーー曹司・』帽ーーーーーーーーーーーーーーーーーー----戸開ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー---ーーーーーーーーーー-.・ーーーーーーー------・ーーーーーーーーー--ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー帽ー---ーーーーーー ーーーーーーーーーーー且』ーーーーーーーーーーーーーーーーー・ ，・ーー・ーーーー・ーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー晶骨ーーーーーーーーーーーーーーー・・ーーーーーーー

共産
常任委員

陳情も付託対象として、審査する。 横浜市会会議規則
第88条~請願書・陳情書に関する記載事項、審

士dZ』三 第四条 査方法等について規定

開-----ーーーーー ーーーーーーーーーーーーー -ーー・'ー骨・ーーーーーーーーーーーーーーーーー喧ー--・ー・・ーーーーーーーーーーーーーーーー-----四国ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー--------ーーーーーーーーーーーーーー--- ーーーーーーーーーーー・._-ーーーーーーーーーーーーーーーー・.骨骨ーーーーーー・ーーーー ーーーーーー#ー睡ーーーーーーーーーーーーーーーー曹』ーーーーーーーーーーーーーー』且ーーーーーーーー・同

ヨコ会
請願・陳

請願書及び陳情書のあり方と紹介護員の取り扱いについて
横浜市会請願及び陳情

請願及び陳情の取扱いについて規定
情 取扱要綱

6 



地方自治法 第110条
条例で、特別委員会を置くことができる
旨規定

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・ー圃ー-ーー._--岬ーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー，国骨同酔ーーーーー・--・-----ーーー

d.予算議案の審査方
当局 本4zzz吾日量韓

予算議案に対する審査方法(予算研究会、予算代表、予算関連、局別審査、総合審査)
横浜市会委員会条例 第5条

特別委員会を議決により設置することを
j去 の再検討・見直し 規定

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-ーーーーーーーー酔ーーーー -.・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー，ーーーーーーーーーーーーーーーー

市会運営委員会申し合 予・決算特別委員会における所管局、
わせ・確認事項 審査方法等を規定している。

みんな 議会自身 議会自身について(活発な議論を実現するために) 委員会への議員のパソコン持ち込み許可

eパソコン等の持込み
ーーーーーー~---ーー ーーーーーーーーーーーーー -ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー---ーーー』・._--ーーーーー田ー再-------・.-ー悼ー・ーーーーー・--・E・・---ー---・・ーーーーーーーーーーーーーーーー----ーーーー------------帽ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

市会として、本市が取り組んでいる電子市役所の先取りを行い簡素で効率的な議会運
パソコンやパワ一ポイントなどの情報機器

ヨコ会 会議運営 の活用とパソコンの本会議・常任委員会へ
営をおこなう。

の持ち込み

横浜市会会議規則 第57条~採決の方法を起立記名及び無記名投
第65条 票の3種にすること等を規定している。

f.採決方法 当局 本ふZ工号面量輯 議案等の電子採決(押しボタン式投票の)導入 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー.-ーーーーーーーーーーーー・F ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「委員会の議事は出席委員の過半数で

横浜市会委員会条例 第11条 これを決し、可否同数のときは、委員長
の決するところによる。」

「委員会は、審査または調査中の事件

g委員外の発言 共産
常任委員 委員会での審査を、行政への質問だけでなく、議員相互で意見交換を行えるようにす 当該委員会の委員ではない議員の発言を

横浜市会会議規則 第76条
について、必要があると認めたときは、

dtz』sz る。 認める。 委員でない議員に対しその出席を求め
て説明または意見をきくことができる。」

第92条・

市会独自で寄附禁止事項や団体役員など
地方自治法 第92条の 議員の兼職、兼業禁止を規定している。

横浜市会議員が市民全体の奉仕者として、公正かっ清廉を基本姿勢とし、常に政治倫 2 
の兼業禁止を規定するなど、市民にわか ーー"ーーーーー・・・・ーー・ー・ーーーーー・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー園田・ーー曲--ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

a.政治倫理 ヨコ会 政治倫理 理意識に徹した議員活動に取り組むに当たって、必要な事項を定めることを目的とした
りやすく理解協力を求める事項を強調す 政治倫理の確立のため 政治倫理の確立のために、横浜市会議横浜市会議員政治倫理条例や要綱を制定する。
る。 の横浜市会議員の資産 員の資産等の公開に関し必要な事項を

等の公開に関する条例 規定している。

公明 報酬 議員報酬の適正額の考え方
議員報酬を支給すること(第1項)、議員

ーーーーーー"ー再ーー ーーーーーーーーーーーーーー-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー._--ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・ーー・ーー-ーーーーーーーーーーー骨骨白』・ーーーー・・・ーーー且』ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーー骨骨---胸骨--酔---ーーーーーーーーーーーーーー-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
横浜市の議員報酬は、全国の市町村で最高となっている(名古屋市と大阪市は現在減 地方自治法 第203条 報酬の額を条例で定めること(第4項)

共産 報酬 額中)。厳しい財政状況のなか、議員も身を削るべきだとの声があがっているが、身を
議員報酬を2割削減し、政令市平均並みと 等を規定

削るのなら議員定数の削減ではなく議員報酬の削減が有効である。
する。

ーーーー・・曲ーーーーー ーーーーーーーーーーーーー -ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー----・・..・ーー・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーー--骨骨司・皐』ーーー.惨事ーーーーーーー・._-・・・・ー--_.ーーーー・・ーー・・『 -------ーー・ー・ー・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーー-ーーーーーーーーーーーーー
議長、副議長、委員長、副委員長及び

b.議員報酬 議員別に、それぞれ議員報酬の額を規
~と』

横浜市市会議員の議員 ※議員報酬の額(月額)
ヨコ会 委員会 正副委員長報酬の見直し(廃止等) 報酬の廃止 報酬、費用弁償及び期 議長・ 1，179，000円

末手当に関する条例 副議長:1，061，000円

委員長:983，000円
副委員長:973，000円
議員:953，000円

通常ルートによる交通手段を設定し、実費
費用弁償を支給すること(第2項)、費用

民主 費用弁償 実費相当の交通費を支給 地方自治法 第203条 弁償の額を条例で定めること(第4項)
相当の交通費を支給すべき。

を規定

c費用弁償 ーーーーーーーーーー骨 ーーーーーーーーーーーーー -ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー悼目』ー---事場事相ーーーーーーーー・・ーーーーーーーーーーーー_.・ーーーーーーーーーーーーーーー ーーー'ーー』ー--且ー-----ーーーーー-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー -ーーーーーーーーーーーーー-ー---骨_.・・晶 E・--ーーーーーーーーーーーーーーー--ーーーーーーーーーー・ーーーーーーーーー--時ー悼#ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

横浜市市会議員の議員 「議員が職務のため市外に出張したとき
公明 活動原則 議員活動の制度的支援 議員活動費、秘書制度、交通費の支給 報酬、費用弁償及び期 第5条 は、費用弁償として旅費を支給する。」

①政治倫理、
末手当に関する条例 (第1項)

(5)議員の政 報酬、政務調 議員の調査研究に資するため必要な経治倫理、報 査費 使途基準は、都市に働く議員として幅を持
第100条

費の一部として、条例の定めるところに酬、政務調査 民主 政務調査 政務調査費の使途基準 地方自治法 第14項、
費、研修 たせるべき。

第15項
より政務調査費を交付することができる
旨規定している。

ーーーーーーーーー“ー ーーーーーーーーーーーーー -ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・』骨骨』ー軸四』同ーーーーーー悼ーー酬且品同』ーーーーー』ーーー-ーーーーー'ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー---ーーーーーー ー._-ーーーーーーー・ーー晶画ーーーーーー晶--ーーーーー』晶ー--ーーー・骨骨ー轟酔曲『・ーー--胃喝.-圃帽ーー-骨骨骨『ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー--ー坤骨骨----唱曲--ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

公明 政務調査 政務調査費のあり方 実費弁償移行等
d.政務調査費 ーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーー -ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー----ーーーーーー，ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーー帽#且・.-皐h ・・ H邑邑邑晶骨-ー_.・ーーーーー------ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・ーー

-政務調査費は、領収書の公開だけでな 横浜市会政務調査費の
政務調査費の額、交付対象、交付方法

政務調査費は、きちんと議員活動を行うために、調査を行い、市民に報告するために必
く、調査研究報告書など成果物と会計帳 交付に関する条例(同

等を規定している。
共産 政務調査 要なものであるが、その一方で第二の報酬などともいわれており、市民合意が得られて

簿も公開する。 施行規買IJ-規程)

いるとは思われない部分がある。
-政務調査費の金額は、市民参加で妥当
かどうか検討し、市民の理解をえられる適
正な水準とする。
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「議会は、議案の審査又は当該普通地

第100条
方公共団体の事務に関する調査のた

公明 議員派遣 海外視察の公費負担のあり方 地方自治法 めその他議会において必要があると認
第13項

めるときは、会議規則の定めるところに
より、議員を派遣することができる。J

ーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーー画ー -ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー』ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーー・ーーーー・・ーーー骨軒----・ー・h事畠唱'ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーー圃ーーーーー ーーーーーー』田ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

e議員派遣 現在、議員1人あたり1期4年間で120万円、 1期目の議員は3年目以降60万円を限度と
する海外視察費が計上されている。海外のすぐれた事例を調査することは篠浜市政の

海外視察は、政務調査費で行い、全行程
ために役立つ場合もあるが、そうであれば、 1期の議員は60万円を限度とするという差 議決(閉会中は議長決定)により議員を

共産 海外視察
別があるのはおかしい。

と領収書を公開する。現行の公費による海 横浜市会会議規則 第117条
派遣することができる旨規定している。

近年、地方財政は厳しい状況におかれ、観光まがいの海外視察に対して市民の批判が
外視察は廃止する。

あがっており中止・凍結している議会が多い。

地方自治法
第91条第 「市町村の議会の議員の定数は、条例
1項 で定める。 J

..色酔瞳唱._---帽・ーー『同咽匹且世田』悼ー骨骨骨ーー------ ーーーーーーー・ーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

f.議員定数 横浜市会議員定数及び
各選挙区選出議員数に

議員の定数及び各選挙区ごとに選挙す

関する条例
ベき議員の数を規定している。

②研修

①規模の大きな自治体においては、一人の長によって民意を汲むよりも、各区より選出
地方政府の形態はニ元代表制のみでなく

された議員達によって予算編成と行政執行を行う方が、きめ細かい民意の市政反映を
地方議院内閣制等を導入可能とする地方

可能にする。②規模の大きな自治体の議会では政党政治(会派運営)が定着し国政と
自治法改正を国に要望する。住民投票に

議会の存 の連動も顕著である。党議拘束を生かした政党政治を行うのであれば議院内閣制を採
よって横浜市会と横浜市長の権限配分を

a.地方自治制度 民主
在価値 用するべきで、少なくとも自治体が最適な政府形態を選択可能な状態にするべきであ

決定出来る自治法へ改正し、議会から政

る。③自治体規模によって政治体制を柔軟に住民投票によって決定で‘きることは世界
策リーダー(首相)を選出、首相が局長を

標準であり、住民の意思によって二元代表制か議院内閣制かを選択できる自治法とす
任命、内閣を組織し、内閣において予算編

べき。そうすることで地方議会の存在価値そのものを住民意思によって決定で、きる。
成と行政執行を行う。市長は対外儀礼的
事項を担い、議会に政策提言を行う。

(6)大都市自治における議会
議会の権 現状の区づくり推進会議にチェック機能はのあり方 b.区への権限移譲 民主 区への権限移譲にともなう議会としてのチェック機能のあり方F艮 ない。

議長への議会招集権の付与、臨時議会の
活動制限の撤廃など議会活動の自由度の
拡大、意見書に対する関係省庁等の誠実

C.固に対する働きかけ ヨコ会
議会の役

地方議会の充実強化と活性化
回答の義務付け、並びに地方議会議員の

害IJ 責務の法的明確化及び活動基盤の強化
など、積浜市会として地方六団体と連携を
図るとともに国に対し地方自治法の改正を
強力に求めること。

-自治基本条例に対する議会基本条例で
はないか。横浜市が自治基本条例をつくる
考えがないのであれば、条例名称も基本
条例にする必要はない。
-何のための条例なのかを明確にする必
要がある。

議会基本 -何のために制定するのかをJ川Jキリさせ
民主 条例制定 条例名称等、条例制定 る必要がある。

の意義 -市会の理念について明記するだけという
のであれば、それを事前に確認しておく必
要がある。
-議員の姿勢を明記するのであれば、条例

(7)その他 a.議会基本条例 ではなく別の形で確認する方がよい。
-基本条例制定に関しては、市民からの意
見も聴くべきである。

ーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーー -ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー'ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・._ーーーーーーーーーーーーー ーーーーーー ーーーーーーーー ーー・___ーーーーーーーー.__ー』・-ー・ーー__ーーーーーーーーーーー・ーーーーー

-市民アンケートの実施(項目は特別委員
会で議論)
-専門家からの広聴(候補者)

議会基本 江藤俊昭教授(山梨学院大学)第四次
みんな 条例制定 議会基本条例を制定する意味についての議論(機浜市会にとっての基本条例の意味) 地方制度調査会委員

の意味 度瀬克哉教授(法政大学) 日本行政
学会理事
北川正恭教授(早稲田大学) 元三重県
知事など
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運営委員会に検討を依頼する会派等提出の検討項目 (案)

会派等提出
会派等提出の検討項目(詳細) 関係法令

の検討項目 H 提案
項目 検討内容 備考

会派
法令等名 条項 内容

阿 国会
き章

横浜市会議員き章規則の見直
横浜市会議員き章規則

議員は、き章をはい用することを規定し、その様

し 式を定めている。

|横浜市舎会議規則

「会議において発言しようとする者は、議長の定

通公告開内容の 11 当局 |本会議
|質問通告内容のホームページ | 

|めた期間内に議長に発言通告書を提出山れ

への事前掲載の検討
ばならない。」

市会運営委員会申し合 I I本会議、予算・決算特別委員会における通告に
わせ・確認事項 I Iついて規定

本会議 |局長答弁の導入

答弁者 局当
常任委員':_II;$I:.R I答弁者見直し

= 

+玄ムロ
白
回方地工

す

L

I

t

-

と
応
て

員
日
し

明
一ロ

関

)

鋭
一
官
説

市
町
事
ら

を

f
告
カ

長
部
報
長

部
市
び
局

席

R
及
1
h

出
て
案
お

会
出
議
ど

員
け
パ
来

委
届
る
従

「普通地方公共団体の長、教育委員会の委員
長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委
員長文は公平委員会の委員長、公安委員会の
委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長

第121条|及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表
者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた
者は、議会の審議に必要な説明のため議長から
出席を求められたときは、議場に出席しなけれ
ばならない。」

局当
内告通問

等
質
容

本会議

1第44条第 li通知書には、発言の要旨、討論については反
目 .横浜市会会議規則 I~~-r~;p I 

質問通告内容及び書式等の検|通告書への通告内容の明確化及び平rl'1./:>"<'1.==ottl'Jt;t'J 12項 |対、賛成の別を記載しなければならない。 」

討 |準化等 l市会運営委員会申し合 1 1本会議及び予算・決算特別委員会における通告
わせ・確認事項 I Iに関する事項について規定

第109条 |
~第 |条例で、常任・特別運営委員会を置くことができ110 I 
条 |る旨規定

地方自治法

委員会構成 11民主 ヨ，;;，l=ミ.A.
;$I:t有t=

』議員定数削減に伴い、常任委員会構
常任委員会副委員長数の見直|

|成の委員数も減少している中、副委員
し l

i長が2名必要か。

横浜市会委員会条例

常任及び運営委員会を設置すること、また、委員
長及び副委員長若干名を置くことを規定。特別
委員会を議決により設置することを規定
※常任 8、特別 7委員会設置

請願・陳情審~，，1\R -IJ~ I FJ "ES" 11当局
:.a: 

主任委員 |請願の付託先見直し

= 

公有財産の管理、コンブライアンス、
人事の総括としての見解を求める請 ， 4黄浜市会請願及び陳情
願は、原則として所管局の委員会に付ll取扱要綱
託、案件によって財政局や総務局等 E 

が出席

請願及び陳情の取扱いについて規定

民主 ヨ，;;，.'!!孟.A.
*.1'ミt=

委員会視察は、 通常の委員会と同様
の扱いとすべき。

---~地方自治法
行政視察の形骸化。年2回も必
要か。

視察の取り扱い
第109条
~第110
条

第109条第4項「常任委員会は、その部門に属す
る当該普通地方公共団体の事務に関する調査
を行い、議案、陳情等を審査する。 」
※第109条の2(運営委員会)及び第110条(特別
委員会)においても同様の規定がある。

共産
白
回
目

釆
宮平中常

会

市外視察が本当に年2回必要か、横
浜市政のために役立つ視察内容かを

年2回の市外視察を行っている|調査検討し、回数、経費、内容、市民
が、本当に横浜市政に役立つ視|への報告など是非を含めて市民参加
察なのか、検証する必要があ |で見直しをすすめる。その結果、視察
る。 Iを実施することになった場合には、行

政視察の報告書と旅費収支報告を
ホームページ上で公開する。

横浜市会会議規則 第71条
「委員会は、審査または調査のため、委員を派
遣しようとするときは、あらかじめ議長の承認を
得なければならない。」

行政視察

民主 |本会議 |開会ベル 本会議開催前の「予鈴」は廃止し、 「アl横浜市会会議規則
ナウンス」または「別の音」にすべき。

第8条第 li会議の開始は、振鈴で報知する。」
2項

請負契約議案に関する財政局
審査への工事所管局の出席

地方自治法
弟 I~常任委員会は、その部門に属する当該普通地

仲 109条 |
|方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、

第4項|
l陳情等を審査する。 」

審議・報告事
項等

局当 常任委員 |議決を要しない寄付受納報告の|①廃止 ②常任委員に資料配付③ l寄附受領につき市会議
去 |取り扱い |報告する金額の基準を設ける等 l決の要否について

「議決を要しない寄附受領の場合には、市会常
一 目任委員会にその旨報告する」こと旨の通達(総務

局長依命通達S25.8.30)

当局交代に伴う待機時間解消
に向けた10分~15分程度の休
憩時間の確保

その他(検討項目としない項目) (案)

地方自治法
第203条 行政委員r::.報酬を支給しする」と、その報酬は
の3 額等は条例で定めること等が規定されている。

行政委員報 報酬の見 横浜市非常勤特別職職員の報 選挙管理委員、 監査委員の報酬等の -ーーーーーー圃ーーーーーーーー圃晶』ーーーーーーーー白 ー-_.・ー』由ーー-ーー ー------------ーーーーーーー再ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

酬
ヨコ会

直し 酬及び費用弁償の見直し 見直し(日額制)について。 横浜市非常勤特別職職
行政委員に支給する報酬の額、支給方法等が

員の報酬及び費用弁償
規定されている。

に関する条例

一

q 



i資料31
他都市における議会基本条例制定

に伴う議会運営等の変更について

(平成 23年 12月6日現在)

他都市議会への調査にあたっては、平成 23年 6月23日に開催された本委員会で

の資料に基づき、調査都市は議会基本条例を制定している 16道府県議会及び5政令

市議会とし、調査項目は議会基本条例規定項目比較表から 12項目に関する条文によ

る議会運営等の変更を調査した。

1 調査都市

① 1 6道府県議会

三重県、福島県、神奈川県、岩手県、大阪府、大分県、宮城県、北海道、長野

県、高知県、石川県、鹿児島県、奈良県、京都府、広島県、愛媛県(施行順)

② 5政令市議会

川崎市、さいたま市、 名古屋市、広島市、新潟市(施行順)

2 調査項目

① 議会の活動原則、 運営

② 議員の活動原則、 責務

③ 情報公開、情報提供、説明責任

④ 住民参加

⑤ 議会と執行機関との関係

⑥ 議会の機能強化

⑦ 討議の保障・拡大

③ 議会改革の推進

⑨ 議会及び事務局の体制

⑩ 議員の政治倫理、身分

⑪ 政務調査費

⑫ その他



三重県議会

1 議会の活動原則、運営

-定例会を年 4固から 2回に変更 (H20"-') 

2 議員の活動原則、 責務

3 情報公開、情報提供、説明責任

・議長定例記者会見の開始 (H19.6"-' 毎月 1回)

・議案等に対する議員の賛否状況を県議会ホームページで公表 (H20.5) 

・役員選出の協議を公開 (H20.5) 

-みえ県議会出前講座の開始 (H19.9 ，，-，) 

-委員会の傍聴を許可制から原則公開に (H18. 12) 

4 住民参加

・みえ出前県議会の開催(テーマ「県議会への女性参画J(H22.10)、rNPOの資金確保」

(H22.11)) 

-みえ現場 de県議会の開催(テーマ「離島振興J(H23. 11)、「女性の声を県政にJ(H23.11))

・公聴会の開催(r美し国おこし ・三重」三重県基本計画策定について (H20.10)、「県立

病院改革に関する考え方 (基本方針) (案)J について (H21.4)J

5 議会と執行機関 との関係

・「新県立博物館整備にかかる基本的考え方Jr福祉医療費助成制度の見直し」について

知事へ提言 (H19.10)

-知事提出議案に対する修正(一般会計補正予算「美まし国おこし三重」関係 (H20.10)、

三重県暴力団排除条例 (H22.10)

6 議会の機能強化

・附属機関の設置(議会改革諮問会議 (H21.1 0"-'H23. 4)) 

-調査機関の設置(①財政問題調査会 (H20.9"-'H23. 3)、②議員報酬等に関する在り方調

査会 (H23.8"-')) 

-検討会の設置(①道州制 ・地方財政制度調査検討会 (H19.6)、②政策討論会議(新しい

県立博物館整備のあり方 (H19.6"-'H19. 10)、福祉医療費助成制度の見直し (H19.12"-'H20. 

， )、財政の健全化 (H20.10"-' H21. 4))、③食の安全・安心の確保に関する条例検討会

(H19. 12"-'H20. 6)、④水力発電事業の民間譲渡に伴う宮川流域諸問題解決のためのプロ

ジェク卜会議 (H19.12"-'H20. 10)、⑤議員提出条例に係る検証検討会 (H20.6"-'H23. 4)、

⑥三重県歯と口腔の健康づく り推進条例検討会 (H23.9"-') 

-県総合計画の戦略計画(施策以上) を議決対象にした (H22.3)

1 



7 討議の保障 ・拡大

・従来、一般質問として行っていた質疑質問を 「議案に関する質疑」と「県政に関する

質問」とに分離した。

・委員間討議を行いやすくし、 論点を判りやすくするために常任委員会での議案・請願

の審査及び所管事項の調査は項目ごとに質疑・質問を行うこととした。

8 議会改革の推進

一 市町議会と県議会との交流連携会議を開催 (H20.8， H22. 9) 

-議会改革推進会議に①「会期に関する検討プロジェクトチームJ(H19.6"'12)、

②「議長等任期に関する検討プロジェクトチームJ(H20. 6 "'8)、③「会期等の見直し

に関する検証検討プロジェク ト会議J(H21. 12"'H22. 4)、④「会期等のさらなる見直し

に関する検証検討プロジェク ト会議J(H23. 6"')、⑤「議会基本条例に関する検証検討

プロジェクト会議J(H23. 6"') を設置

9 議会及び事務局の体制

-公共政策大学院等とのインタ ーンシップ制の実施(年 2名)(H21. 9， H22. 8， 9、H23.9) 

10 議員の政治倫理・身分

11 政務調査費

・三重県政務調査費の交付に関する条例一部改正(1件 1万円以上は領収書添付(H19.5))

・三重県政務調査費の交付に関する条例一部改正(全ての支出に領収書等を添付(H20.4)) 

12 その他(上記にあてはまらない事項)

※三重県議会基本条例は平成 7年以降進めてきた様々な「議会改革」の取組を後戻りさ

せることなく、引き続き議会改革に取り組むとともに、議会の基本理念や議員の責務及

び活動原則を定め、議会と知事等及び県民との関係を明らかにするため制定したもので

す。基本条例制定以前の取り組みにつきましては、ホームページ(下記アドレス)の年

表等を参照願います。

http://www.pref.mie.lg.jp/KENGlKAIIshikumi/torikumi/index.htm 



福島県議会

l 議会の活動原則、 運営

2 議員の活動原則、責務

3 情報公開、情報提供、説明責任

-議案への会派ごとの賛否の公表や一問一答方式による総括審査会を議場で開催し、イ

ンターネット中継を実施するなど、議会 HPの充実を図った。

-会派、議員活動が従前より活発化している。(会派の先進事例調査活動、議会報告会な

どが多く開催され、新聞の折り込み報告も増えている。)

4 住民参加

5 議会と執行機関との関係

6 議会の機能強化

・議員提案条例制定時のパブリック コメント及び参考人招致の実施。

7 討議の保障 ・拡大

8 議会改革の推進

9 議会及び事務局の体制

10 議員の政治倫理 ・身分

11 政務調査費

12 その他 (上記にあてはまらない事項)

・特別委員会は、従来 r3つの特別委員会を 2年設置する」ことが常態化していたもの

を、県政の喫緊の重要課題に対して、必要の都度、必要な期間設置し、政策提言して

いくこととし、特別委員会の役割・ 機能の充実を図った。(安全で安心な県民生活対

策特別委員会〔設置期間 1年〕、子育て支援対策特別委員会〔設置期間 1年)) 

-検討組織の設置について、柔軟に設置 し、審査、調査、協議等を行った。(平成 20年

度・平成 23年度:公立大学法人中期目標調査検討委員会、平成 21年度:r新しい

福島県総合計画J調査検討委員会、 平成 22年度 :議員提出条例案検討会)

2 



神奈川県議会

1 議会の活動原則、運営

会期日数を従来の約 100日から約 200日に倍増 (H22から)

本会議で「分割質問方式」を導入 (H22から)

傍聴機会増大のため常任委員会を半数開催とし、委員会の一般傍聴者定員を倍増

(H22から)

補正予算案の提出時にも予算委員会を開催し、予算の審査を充実 (H22から)

年間の議会日程を予め県民に周知 (H22から)

本会議における審議結果(知事提案議案及び議員提案議案)について会派別の採

決態度を公表 (H23.9以降の定例会か ら)

議案書等のインターネットによる公表を開始 (H23.9以降の定例会から)

一般質問の質問者数の増加 (40人→47人)を決定 (H24から実施予定)

一般質問日の本会議開始時間を、質問・質疑の最終日以外 10:30とすることを決

定 (H24から実施予定)

2 議員の活動原則、責務

3 情報公開、情報提供、説明責任

会議等を原則として公開とする規定を整備 (H21.5) 

常任委員会記録をインターネッ ト上で公開開始 (H21.2から)

傍聴機会増大のため常任委員会を半数開催とし、委員会の一般傍聴者定員を倍増

(H22から)【再掲】

本会議における採決結果(知事提案議案及び議員提案議案について)を公表 (H23.9 

以降の定例会から)【再掲】

議案書等のインターネットによる公表を開始 (H23.9以降の定例会から)【再掲】

4 住民参加

県民意識調査に関する規定を整備 (H22.5) 

5 議会と執行機関との関係

当初予算及び補正予算について、団会議で編成方針及び予算案の説明が知事等か

ら行われることとなった (H21.10から)

作成・変更時に、知事等が議会に説明する努力義務のある重要な政策等の基本計

画等の範囲について整理し、基準を制定した (H22.5) 

反問について考え方を整理し (H21.1)、正副委員長決定事項とした (H21.6) 
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6 議会の機能強化

会期日数を従来の約 100日から約 200日に倍増 (H22から)【再掲】

補正予算案の提出時にも予算委員会を開催し、予算の審査を充実 (H22から)【再掲】

7 討議の保障 ・拡大

8 議会改革の推進

「議会改革検討会議」を、会議規則に定める「協議・調整の場Jとして位置付けた。

(H23. 5) 

9 議会及び事務局の体制

10 議員の政治倫理 ・身分

11 政務調査費

政務調査費事務処理の改正 (H23.4)

本県では、政務調査費にかかる経理を明確にし、適正な取扱いを期するため、平成 20年に「手

引き」を作成した。

その後、作成当時に想定していなかった事例や判断が困難な事例が出てきたことから、議会

改革検討会議において検討を進め、同会議か らの答申を踏まえ、改正した。

12 その他(上記にあてはまらない事項)



岩手県議会

1 議会の活動原則、 運営

-本会議における一問一答方式・ 分割方式による一般質問の実施

2 議員の活動原則、 責務

3 情報公開、情報提供、説明責任

-広聴広報会議の設置

-議案等に対する議員の賛否の公表

4 住民参加

・議会と県民との意見交換の会『本音で語ろう県議会』の開催

5 議会 と執行機関 との関係

-執行部から議員への質問の趣旨確認ができることとした。

6 議会の機能強化

7 討議の保障 ・拡大

8 議会改革の推進

・議会改革推進会議の設置

9 議会及び事務局の体制

10 議員の政治倫理・ 身分

-議員政治倫理条例制定

11 政務調査費

・政務調査費(総括表)のホームページでの公開

12 その他 (上記にあてはまらない事項)

-議会に関する既存の条例等を基本条例に全て位置づけ体系化
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大阪府議会

1 議会の活動原則、運営

・定例会の回数 → 年 4回から年 3回とし、会期総日数を増加

2 議員の活動原則、 責務

3 情報公開、情報提供、説明責任

-会議規則の改正 → 投票による表決を原則記名投票に

. H Pの充実等 → 議案の概要や会議の開催予定、審議結果(会派の態度)などの

項目追加

・メールマガジンの配信開始

-情報公開条例の改正 → 異議申立ての審査を第三者機関に委任

4 住民参加

(広報機能の充実について 3に記載)

・議員提案条例について、参考人招致、パブリックコメン卜の実施

5 議会と執行機関 との関係

・議員提案による政策条例等により政策立案、政策提言

(成立件数:H21年度- 1件、H22年度一 3件、 H23年度-3件)

.基本的な計画を議決事件に追加

6 議会の機能強化

(他の項目に重複)

7 討議の保障 ・拡大

.本会議代表質問時に質問補助者を導入

8 議会改革の推進

・検討組織「議会運営改革検討協議会Jの設置

9 議会及び事務局の体制

-事務局調査課に議会改革プロジェ クトチームを設置

.議員定数等の見直し

( 112名 (H19選挙)→109名 (H23選挙)→88名 (H27選挙)) 

10 議員の政治倫理 ・身分
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11 政務調査費

(交付額のカットにつき 12に記載)

12 その他(上記にあてはまらない事項)

-議員報酬及び政務調査費のカット継続

(議員報酬:H24. 3. 31まで 30%、政務調査費:H24. 3. 31まで 15%) 



大分県議会

1 議会の活動原則、運営

2 議員の活動原則、 責務

3 情報公開、情報提供、説明責任

4 住民参加

5 議会と執行機関 との関係

6 議会の機能強化

7 討議の保障 ・拡大

8 議会改革の推進

9 議会及び事務局の体制

10 議員の政治倫理 ・身分

11 政務調査費

12 その他 (上記にあてはまらない事項)

※ 本県議会では、平成 19年度以降、 議会改革・活性化のための検討組織を設置し、議会

基本条例の制定を含め、下記の取組を行っている。

-政務調査費の透明化(条例改正) (2 0年 4月施行)

・一括質問・答弁方式から一問一答、分割質問、一括質問の選択制に (20年 6月)

・議員提案政策条例の制定(4件)

-出前県議会、議員出前講座の実施 等

これらについては、議会基本条例制定後の変更や新たな取組ではないが、基本条例制定

後 については、基本条例の趣旨を踏まえて実施されるものである。

現在、下記の検討組織が設置(地方自治法第 100条第 12項に基づく)されている。

-新政策構築協議会(議会基本条例に基づく議会に関する課題の検証や議会の政策機能

の強化党についての協議・調整〕

・議会議論活性化協議会(議会における議論の活性化策についての協議・調整)
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宮城県議会

l 議会の活動原則、運営

-常任委員会委員の任期改正

旧:指名の日(6月定例会)から翌年度 6月定例会閉会日前日まで

新:指名の日(2月定例会) から翌年 2月定例会閉会日まで

・常任委員会の所管の組み替え

農林水産部と環境生活部を一つの委員会の所管とする 0

.特別委員会の弾力的な設置

設置数にこだわらず，必要なテーマに応じて，必要な時期に，適切適正な委員数

で構成する(従来は毎年度 5"'6の特別委員会を常設)。

2 議員の活動原則、 責務

3 情報公開、情報提供、説明責任

・議案等に対する議員の賛否を HP及び図書室で公表

-傍聴者配布資料の改善(提出議案一覧表，質問要旨，執行部作成議案概要を追加)

.定例会傍聴者アンケートの実施

-議長による定例記者会見の実施

4 住民参加

・請願の処理の経過及び結果の報告要求の継続可能化 cr請願・陳情取扱要領」を改正)

採択後直近の定例会まで 1回のみだった報告を継続して要求できるように改正

-子ども議会の開催

・地方議会議員セミナーの開催(市町村議会との連携)

5 議会と執行機関 との関係

-執行部の阿属機関の委員を就任辞退(法律及び政令に規定あるものを除く)。

6 議会の機能強化

・予算調製方針の説明を試行として実施。

7 討議の保障 ・拡大

.知事等の反問制度の導入。

8 議会改革の推進

・議会改革推進会議(協議等の場) の設置。
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9 議会及び事務局の体制

10 議員の政治倫理・身分

11 政務調査費

12 その他(上記にあてはまらない事項)



北海道議会

1 議会の活動原則、 運営

2 議員の活動原則、 責務

3 情報公開、情報提供、説明責任

①情報提供→・議会中継を静止画から動画に配信映像を変更

-海外調査に係る報告書をホームページに全文掲載

4 住民参加

5 議会と執行機関 との関係

6 議会の機能強化

7 討議の保障 ・拡大

8 議会改革の推進

① 議員定数の 2名削減。106名→104名(平成 22年 10月議決)。

9 議会及び事務局の体制

10 議員の政治倫理 ・身分

11 政務調査費

①議会基本条例において、自治法上は明確となっていない「議員の活動」について具体

的に規定し、政務調査費条例の改正により、これらの活動に係る調査研究を政務調査

活動として規定した。

12 その他 (上記にあてはまらない事項)

① 議員の研修

議員研修の役割・位置づけを明確にするとともに、より積極的かつ効率的な研修へ

の参加等に資するため、議員研修を体系化するとともに、体系の中に、議員の議論を

踏まえた上で必要に応じて開催する「特別研修Jを設けた。
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長野県議会

1 議会の活動原則、 運営

2 議員の活動原則、 責務

3 情報公開、情報提供、説明責任

・委員会等の公開(基本条例第 14条)について、委員会等を原則公開とするため、基

本条例の制定に併せて委員会条例を改正(委員会条例第 18条)し、委員会傍聴取扱要

領や協議又は調整を行うための場における傍聴取扱要領を定めた。

-広報の充実(基本条例第 15条)につ いて、従来から県民との意見交換・懇談を行う

ために開催していた「こんにちは県議会です(ふれあいミーティング)Jに県政報告会の

要素を取り入れて開催するため、広報実施要領を改正した。

(県政報告会は本年度から実施している。)

4 住民参加

5 議会と執行機関との関係

6 議会の機能強化

7 討議の保障 ・拡大

・新たに委員会における議員相互間の討議(基本条例第 12条第 2項)を実施している。

8 議会改革の推進

・議会改革の推進(基本条例第 16条)にづいて、議会改革推進会議(基本条例第 17条)

は未設置であるが、各会派共同で検討するための議会改革調査会という議員の任意の組

織が立ち上げられ、検討が進められている。

9 議会及び事務局の体制

10 議員の政治倫理 ・身分

11 政務調査費

12 その他 (上記にあてはまらない事項)
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高知県議会

l 議会の活動原則、・運営

2 議員の活動原則、 責務

3 情報公開、情報提供、説明責任

手話通訳の導入

4 住民参加

5 議会と執行機関 との関係

6 議会の機能強化

7 討議の保障 ・拡大

8 議会改革の推進

9 議会及び事務局の体制

10 議員の政治倫理 ・身分

11 政務調査費

12 その他 (上記にあてはまらない事項)

現在、議会運営委員会で平成 21年に制定した議会基本条例を具現化するための検

討を行っています。委員会では 13の検討項目が提案され、そのうちの 5項目を優

先検討事項として協議しているとこ ろです。検討期間は平成 24年度末までを予定

していますが、協議が調った項目から順次実施していくこととしております。

(優先検討事項)①常任委員会ごとの決算審査、②通年議会、③議案に対する議員の

賛否の公開、④議会の休日、夜間開催、⑤常任委員会のインターネット中継

(検討事項)①陳情の取り扱い、②質問回数の制限をなくす、③本会議の質問方式、

④委員会記録のスピード化、⑤手話通訳のテレビ中継、⑥委員会だよりの発行、⑦

議会運営委員会の公開、⑧配付資料のデータ化、ペーパーレス化の推進
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石川県議会

1 議会の活動原則、運営

特にな し

2 議員の活動原則、 責務

特にな し

3 情報公開、情報提供、説明責任

-議会の諸活動を積極的に県民に対し情報提供するとともに、議会に対する県民意見の

把握等を目的として、石川県議会広報広聴会議を設置した。

・議長定例記者会見を開催し、傍聴者用パンフレッ卜の作成を行った。

4 住民参加

特にな し

5 議会 と執行機関 との関係

-知事等は、本会議又は委員会における議員の質疑又は質問に対して、議長文は

委員長の許可を得て、質問し、文は意見を述べることができることとした。

(ただし、未だ具体的な実績はない。)

6 議会の機能強化

・議会の政策立案機能等の充実・強化のために、石川県議会政策調査会を設置した。

7 討議の保障 ・拡大

特になし

8 議会改革の推進

・議会改革推進のために、石川県議会改革推進会議を設置した。その中で、昨年度は、

常任委員会及び特別委員会の見直しを行い、議員定数削減の現状から、意義ある委員

会運営とするため、 5つあった常任委員会を 4つとし、適正な人員の配置をした。

今年度は、予算審議の充実を図るため、予算特別委員会の常任委員会化について協議

し、 1 2月議会において条例改正した。

9 議会及び事務局の体制

・基本条例制定前であるが、 H2 2年 4月から、事務局「調査課Jを「企画調査課」に

改称するとともに、「企画・法制グループ」と「調査・広報グループJの 2グループ体制

とし、基本条例の具体的な運用に対応することとした。

(基本条例は、 H2 2年 6月に公布 ・施行)
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10 議員の政治倫理・身分

特になし

11 政務調査費

特になし

12 その他(上記にあてはまらない事項)

特になし



1 議会の活動原則、運営

変更事項な し

2 議員の活動原則、責務

変更事項なし

鹿児島県議会

3 情報公開、情報提供、説明責任

会期日程の公表時期の前倒しを実施(従来は開会 1月前議運で決定・公表→開会中

に次固定例会の日程(案)を見込みとして公表)

議案に対する議員の賛否の公表を実施

委員会行政視察を活用した広報活動(常任委員長による議会活動の紹介)を実施

4 住民参加

本会議の傍聴の自由化(傍聴に許可が必要な小学校の児童及び乳幼児についても，

許可を要しないこととした)

県議会と県民との意見交換会「あなたのそばで県議会」の実施

5 議会と執行機関との関係

変更事項なし

6 議会の機能強化

変更事項なし

7 討議の保障 ・拡大

変更事項なし

8 議会改革の推進

変更事項なし(継続的に議会改革に取り組むことを規定)

※ 今年度も議会改革として予算審査のあり方を検討し，審査方式の改正を行った。

9 議会及び事務局の体制

変更事項なし

10 議員の政治倫理・身分

変更事項なし

11 政務調査費

変更事項な し

12 その他(上記にあてはまらない事項)

質問者席の設置(登壇に係る時間の短縮を図った)
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奈良県議会

1 議会の活動原則、 運営

-特別委員会の調査事項を見直し(平成 23年改選後"')

-特別委員会において委員間討議の時間を設ける(平成 23年改選後"')

-特別委員会において有識者からの意見聴取の機会を設ける(平成 23年 11月"')

・本会議の傍聴者へ質問要旨を配布(平成 23年 11月定例会"')

2 議員の活動原則、 責務

-議員向け講演会(県議会政策セミ ナー)を開催予定(平成 24年 1月)

3 情報公開、情報提供、説明責任

-議長記者会見の実施(平成 22年 12月"')

-常任委員会、特別委員会の傍聴者へ関係資料を配付(平成 21年 9月"')

・本会議の傍聴者へ質問要旨を配布(平成 23年 11月定例会"')

4 住民参加

・特別委員会において有識者からの意見聴取の機会を設ける(平成 23年 11月"')

5 議会と執行機関との関係

特になし

6 議会の機能強化

・政策検討会議を設置(平成 23年 5月"')

7 討議の保障 ・拡大

・特別委員会において委員間討議の時間を設ける(平成 23年改選後"')

8 議会改革の推進

・議会改革推進会議を設置(平成 22年 12月"')

9 議会及び事務局の体制

・議員向けに『議会事務局調査課ニュースレター』を発行(平成 23年 5月"')

.図書閲覧室にインターネット環境を整備

10 議員の政治倫理 ・身分

特になし

11 政務調査費

特にな し

12 その他(上記にあてはまらない事項)
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京都府議会

1 議会の活動原則、 運営

2 議員の活動原則、 責務

3 情報公開、情報提供、説明責任

予算特別委員会・決算特別委員会の総括質疑における直接傍聴の実施 (H23.11"')

(常任委員会、特別委員会(予算・決算特別委員会については書面審査のみ)及

び議会運営委員会については、従来から直接傍聴を実施)

4 住民参加

5 議会と執行機関との関係

6 議会の機能強化

7 討議の保障 ・拡大

8 議会改革の推進

これまでの議会改革の取組につ いて、京都府議会基本条例の理念を踏まえ、その趣

旨の確認、効果や課題等の検証を実施

(H23. 7議長から議会運営委員長に諮問、議会運営委員会に議会改革検討小委員会

を設置して検討し、 H23.10に検証結果を議会運営委員長から議長に答申。当該答申

を踏まえ、広報・広聴活動の充実に関する取組について検討する予定)

9 議会及び事務局の体制

10 議員の政治倫理 ・身分

11 政務調査費

12 その他 (上記にあてはまらない事項)
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広島県議会

l 議会の活動原則、 運営

2 議員の活動原則、責務

3 情報公開、情報提供、説明責任

4 住民参加

5 議会と執行機関との関係

-議会改革推進委員会議会基本条例推進部会において、「基本計画議決条例」の制定につ

いて、検討を開始。

6 議会の機能強化

7 討議の保障・拡大

8 議会改革の推進

・議長の諮問に基づき設置していた「議会改革推進委員会」を、広島県議会基本条例第

2 0条第 2項の規定に基づく組織として設置。

《広島県議会基本条例》

第 20条 議会は、自らの改革に不断に取り組むものとする。

2 議会は、継続的な議会改革を推進するため、議員で構成する議会改革推進委員

会を設置する。

-広島県議会基本条例の推進に係る事項(議会改革推進委員会が設置した他の部会で所

掌するものを除く)について、調査及び検討を行うため、議会改革推進委員会に「議

会基本条例推進部会」を設置。

9 議会及び事務局の体制

10 議員の政治倫理 ・身分

11 政務調査費

12 その他(上記にあてはまらない事項)
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愛媛県議会

1 議会の活動原則、 運営

2 議員の活動原則、 責務

3 情報公開、情報提供、説明責任

-本会議のインターネット中継を従来のライブ中継にあわせて、録画中継により視聴で

きることとした。 (23年 12月議会から)

4 住民参加

5 議会と執行機関 との関係

6 議会の機能強化

7 討議の保障 ・拡大

8 議会改革の推進

9 議会及び事務局の体制

10 議員の政治倫理 ・身分

11 政務調査費

12 その他 (上記にあてはまらない事項)

※ 愛媛県議会では、「愛媛県議会基本条例」を平成 23年 3月 11日に議決し、 3月 18日

に施行した。平成 23年度は、「自民党県連議会改革プ口ジヱクトチーム」を立ち上げる

等、各会派で改革案を検討しており 、今後具体的な方策が提案される予定。

なお、 23年 2月議会では、議会基本条例制定にあわせて、傍聴人に配布する質問要旨

の改善及び議員ごとの表決態度のホームページ等での公表を先行実施している。
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17 
川崎市議会

1 議会の活動原則、運営

特にな し

2 議員の活動原則、責務

特になし

3 情報公開、情報提供、説明責任

委員会における傍聴者への資料提供の実施

4 住民参加

特になし

5 議会と執行機関 との関係

区長の一般質問への出席

6 議会の機能強化

特になし

7 討議の保障 ・拡大

特になし

8 議会改革の推進

特になし

9 議会及び事務局の体制

特になし

10 議員の政治倫理 ・身分

特にな し

11 政務調査費

特になし

12 その他 (上記にあてはまらない事項)

議場内大型映像装置(ディスプレイ)を活用した質問の実施



さいたま市議会

1 議会の活動原則、運営

-変更事項は特にありません

2 議員の活動原則、 責務

-変更事項は特にありません

3 情報公開、情報提供、説明責任

-傍聴規則及び委員会傍聴規程の改正により、乳幼児等子供連れの方でも議長許可によ

り傍聴が可能となった。

-議場内スクリーン設置による議員用演壇で行う発言映像の提供

4 住民参加

・変更事項は特にありません

5 議会と執行機関 との関係

-変更事項は特にありません

6 議会の機能強化

・議決事件拡大条例の制定

7 討議の保障 ・拡大

.変更事項は特にありません

8 議会改革の推進

・変更事項は特にありません

9 議会及び事務局の体制

-変更事項は特にありません

10 議員の政治倫理・ 身分

-変更事項は特にありません

11 政務調査費

・変更事項は特にありません

12 その他 (上記にあてはまらない事項)

-議員用(対面式)演壇の設置

-代表質問及び一般質問における分割質問方式の導入

.執行機関の附属機関の委員の職からの議員の撤退
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名古屋市議会

1 議会の活動原則、運営

-平成 23年 3月定例会より、委員会審議の中で、委員間討議が試行実施されている。

-請願及び陳情の審査において、口頭陳情の申し出があった場合、議会基本条例の趣旨

を踏まえ、原則として許可している。

2 議員の活動原則、責務

3 情報公開、情報提供、説明責任

-平成 22年 4月に 5会場で議会報告会を開催した。(以降、定期的に開催するため市長

に予算要求しているが、市長が認めないため開催すること自体が困難となっている。)

・市会だよりの編集について、平成 22年 6月臨時号から議員で構成する「市会だより編

集委員会」にて掲載内容について協議を行っている。

・議案の賛否について、市会だより平成 22年 9月号から会派ごとで掲載し、平成 23年

5月号から議員ごとで掲載している。

・平成 22年 6月より正副議長記者会見を定例会の前後等に実施しており、その内容につ

いて後日インターネットで配信を行っ ている。

-委員会のインターネット中継を平成 23年 3月 28日から実施している。

・平成 19年改選後からの委員会記録をインターネットで公開している。(平成 23年 3

月から開始)

・平成 23年 3月 24日より正副議長選挙で所信表明を実施しており、所信表明はインタ

ーネットで生中継を行っている。

-議員の海外視察の報告書について、保存期間を 1年とし閲覧に供していなかったが、

平成 23年 10月 11日以後に派遣された議員から提出された報告書より、保存期間を 5

年とし市会図書室で閲覧に供すると ともに、ウェブサイトに 1年間掲載するよう要綱

を改めた。(平成 23年 10月 11日施行)

4 住民参加

5 議会と執行機関 との関係

-予算を伴う議員提出の条例案の提案に当たり、議員が市長と事前協議を行った。

6 議会の機能強化

7 討議の保障 ・拡大

8 議会改革の推進
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9 議会及び事務局の体制

-平成 23年度に経理・情報担当主査を 1名定数増とした。

10 議員の政治倫理 ・身分

-名古屋市議会の議員の議員報酬の特例に関する条例の一部改正(平成 22年 4月 1日施

行)

-名古屋市議会の議員の議員報酬の特例に関する条例の一部改正(平成 22年 11月 1日

施行)

-名古屋市議会の議員の議員報酬の特例に関する条例の制定(平成 23年 5月 1日施行)

11 政務調査費

12 その他(上記にあてはまらない事項)



広島市議会

1 議会の活動原則、運営

2 議員の活動原則、責務

3 情報公開、情報提供、説明責任

・委員会(常任委員会及び特別員会) を委員長の許可による公開から原則公開に変更

・決算特別委員会(全体会議)の生中継及び録画中継の実施

-予算特別委員会の録画中継の実施

4 住民参加

5 議会と執行機関 との関係

-本会議及び委員会において、市長等に対し、議員及び委員の発言の趣旨について確認

の機会を付与

6 議会の機能強化

7 討議の保障 ・拡大

8 議会改革の推進

・継続的な議会改革に取り組むため、議会改革推進会議を設置

9 議会及び事務局の体制

10 議員の政治倫理 ・身分

11 政務調査費

12 その他 (上記にあてはまらない事項)
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新潟市議会

1 議会の活動原則、運営

2 議員の活動原則、 責務

3 情報公開、情報提供、説明責任

4 住民参加

5 議会と執行機関 との関係

6 議会の機能強化

7 討議の保障・拡大

8 議会改革の推進

O議会改革推進会議の設置

9 議会及び事務局の体制

10 議員の政治倫理 ・身分

11 政務調査費

12 その他(上記にあてはまらない事項)

0正副議長選挙に係る所信表明会の実施

0従来の一括質問一括答弁方式に加えて，一問一答方式・分割方式を導入

0一般質問の人数制限の撤廃
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